
新旧対照表

新 旧

令和５年度高知県医療介護連携情報システム導入促進

事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、高知県補助金等交付規則（昭和 43 年高知県規則第

７号。以下「規則」という。）第 24 条の規定に基づき、令和５年度高

知県医療介護連携情報システム導入促進事業費補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第２条 県は、在宅医療に関わる多職種の業務の効率化に向けて、医療介

護連携情報システムの利活用を促進するため、システムの使用に用い

るタブレット端末の導入に係る経費について、予算の範囲内で補助金

を交付する。

第３条～第 11 条（略）

附 則

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和６年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、こ
の要領に基づき交付された補助金については、第７条、第８条第６号か

ら第９号まで、第９条第３項及び第 11条の規定は、同日以降もなおそ
の効力を有する。

別表第１、第２（略）

令和４年度高知県医療介護連携情報システム導入促進

事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、高知県補助金等交付規則（昭和 43 年高知県規則第

７号。以下「規則」という。）第 24 条の規定に基づき、令和４年度高

知県医療介護連携情報システム導入促進事業費補助金（以下「補助金」

という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第２条 県は、在宅医療に関わる多職種の業務の効率化に向けて、医療介

護連携情報システムへの加入を促進するため、システムの使用に用い

るタブレット端末の導入に係る経費について、予算の範囲内で補助金

を交付する。

第３条～第 11条（略）

附 則

１ この要綱は、令和４年４月５日から施行する。

２ この要綱は、令和５年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、こ
の要領に基づき交付された補助金については、第７条、第８条第６号か

ら第９号まで、第９条第３項及び第 11条の規定は、同日以降もなおそ
の効力を有する。

別表第１、第２（略）


